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全国で緊急事態宣言が発令され、5 月３１日まで期限が延長されていま

す。現在は、佐賀県で以下の対応を行うこととなっています。新型コロ

ナウイルス感染症のまん延防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。 

・ 飲食店等の休業要請は 5 月６日で終了し、7 日から再開。ただし 3

密を徹底的に避け、室内の換気や人と人との距離を適切にとるなど

感染対策の徹底。 

・ パチンコ店や県外ナンバー車両の入場制限等の対策を徹底する 

・ イベントはできるだけ少人数とし、3 密回避を徹底する 

・ 学校は 5 月 14 日（木）より再開 

・ 県境をまたいでの移動は極力控える 

コロナウイルスに注意しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナウイルスにかかったかも？という場合 

１．発熱や風邪症状がある場合は、外出を控えてください。 

２．発熱等が 4 日以上（ご高齢の方や持病をお持ちの方などは 2 日程

度）続くようであれば、伊万里保険福祉事務所にご連絡いただき、指示

に従ってください。（電話番号 ０９５５－２３－２１０１） 

 

波多津コミュニティセンターの使用再開 

５月１１日(月)よりセンター施設の利用を再開します 

緊急事態宣言の全国拡大を受けて、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため当館の貸館やゲートボール場、グラウンドの使用を中止して

いましたが、5 月 11 日より貸出を再開します。 

 

 

 

 

 

 

特別定額給付金について 

令和２年4月27日を基準日として住民基本台帳に登録されている方

を対象に、一人当たり 10 万円の特別定額給付金が支給されます。 

市へ郵送で申請する必要がありますが、①本人確認できる書類（運転

免許証等）と②振込口座の通帳のコピーを同封する必要があります。 

もしコピーを取れる環境が無い場合は、波多津コミュニティセンター

窓口にて無料でコピーを行いますので、①と②をご持参ください。 

 

３つの密を避けましょう 

〇「密閉」「密集」「密接」が重なる場所を避け、特に「密

閉」とならないよう、常に“換気”に気を付けてください。 
・密閉：換気の悪い密室空間 

    定期的に窓を開けて、空気の入れ替えを行う 

・密集：多人数が集まる密集場所 

    必要最低人数で行う 

・密接：間近で会話をする密接場面 

    人との間隔を離す 

３つの「密」を避けて、集団（クラスター）発生を未然に防ぎましょう。 

〇感染が拡大している地域への不要不急の外出を避けて

ください。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置 

・町民スポーツ大会の中止（5/10） 

・「春の大清掃」の中止  ・「市美術展」の中止 

・市民グラウンドゴルフ大会の延期・各種会議の中止または延期 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内の飲食店を応援しましょう 

緊急事態宣言の発令に伴い、飲食店は厳しい状況が続いています。このような時には、町内のお店を積極的に利用して支え

あいましょう！なお、今回、次のお店がテイクアウト（お持ち帰り）を始められました。 


